
太田市民間保育園補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、民間保育園及び民間認定こども園における運営の円滑化を図るため、

太田市民間保育園補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、太田市補助

金等に関する規則（平成１７年太田市規則第７６号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 ⑴ 保育園 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３５条第

４項に定める保育所であって、市内の保育所をいう。 

⑵ 特別保育事業 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の規定

による事業であって次に掲げるものをいう。 

ア 地域子育て支援拠点事業の実施について（平成２６年５月２９日雇児発０５２９

第１８号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に規定する地域子育て支援拠点

事業 

イ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について（平成２７年７月１７日

府子本第８８号内閣府子ども・子育て本部統括官通知、２７文科初第２３９号文部

科学省初等中等教育局長通知及び雇児発０７１７第６号厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長通知）に規定する多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

ウ 延長保育事業の実施について（平成２７年７月１７日雇児発０７１７第１０号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に規定する延長保育事業 

エ 一時預かり事業の実施について（平成２７年７月１７日２７文科初第２３８号文

部科学省初等中等教育局長通知及び雇児発０７１７第１１号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知）に規定する一時預かり事業 

オ 病児保育事業の実施について（平成２７年７月１７日雇児発０７１７第１２号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に規定する病児保育事業 

 ⑶ 群馬県保育充実促進費補助事業 保育充実促進費補助事業実施要綱（平成１０年３

月２５日子第４８０号知事通知）による事業をいう。 

  ⑷ 保育士定数 ０歳児の人数を３、１歳児の人数を５、２歳児の人数を６、３歳児の

人数を１５、４歳以上児の人数を３０でそれぞれ除し、それぞれ小数点第２位以下を



切り捨てた後、それぞれの数を合計して得た数の小数点以下を四捨五入した数をい

い、定員９０人以下の保育園については、さらに１を加えた数をいい、特別保育事業

等を実施している場合は、それぞれに必要な数を加えた数をいう。 

 ⑸ 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に定める認定こども園であって市内

に存するものをいう。 

 ⑹ 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律第２条第７項に定める幼保連携型認定こども園であって市内に存す

るものをいう。 

⑺ 保育認定子ども 子ども・子育て支援法第５９条第２号に定める保育認定子どもを

いう。 

 （補助対象） 

第３条 補助金は、別表の補助金の区分に応じ、同表の補助対象の欄に掲げるものに対し

て交付するものとする。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。 

２ 補助金は、予算の範囲内において交付する。 

 （補助金の使途） 

第５条 この補助金は、別表に掲げる使途以外に支出してはならない。ただし、管理費に

ついては市長が特に認めるときは、この限りでない。 

 （補助金の減額又は停止） 

第６条 市は、補助事業者の当該年度における収入支出決算において、繰越金が生じたと

きは、補助金の返還を求めることができる。 

２ 「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」通知の施行について（昭和５

１年４月１６日厚生省発児第５９号の５厚生省児童家庭局長通知）の３の(３)の適用を受

けた保育園においては、太田市の単独補助金部分の補助は一部停止するものとする。 

 （その他） 

第７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年３月２８日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の太田市民間保育所補助金交付要綱（平成

５年４月１日太田市制定）、尾島町民間保育所に関する補助金要綱（昭和６２年４月１日

尾島町制定）、新田町民間保育所に関する補助金交付要綱（平成１６年５月１４日新田町制

定）、藪塚本町民間保育園補助金交付規則（昭和５０年藪塚本町規則第１号）又は藪塚本町

民間保育所に関する補助金交付要綱（平成１０年１０月１日藪塚本町制定）の規定により

なされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものと

みなす。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日からから施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成１９年４月２０日から施行し、改正後の太田市民間保育園補助金交付

要綱の規定は、平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年７月３０日から施行し、改正後の太田市民間保育園補助金交付

要綱の規定は、平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年７月３０日から施行し、改正後の太田市民間保育園補助金交付

要綱の規定は、平成２２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この要綱の施行の日前に交付の決定を受けた太田市民間保育園補助金については、な

お従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年５月２４日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年１２月１３日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年６月１０日から施行し、改正後の太田市民間保育園補助金交付

要綱の規定は、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年９月１８日から施行し、改正後の太田市民間保育園補助金交付

要綱の規定は、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年７月２５日から施行し、改正後の太田市民間保育園補助金交付

要綱の規定は、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年６月２７日から施行し、改正後の太田市民間保育園補助金交付

要綱の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年２月８日から施行し、改正後の太田市民間保育園補助金交付要

綱の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年２月７日から施行し、改正後の太田市民間保育園補助金交付要

綱の規定は、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年１月２３日から施行し、改正後の太田市民間保育園補助金交付要

綱の規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年９月２７日から施行し、改正後の太田市民間保育園補助金交付要



綱の規定は、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年３月１４日から施行し、改正後の太田市民間保育園補助金交付要

綱の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係、第４条関係、第５条関係） 

補助金の 

区分 

補助金の 

使途 
補助単価及び補助基準額 補助対象  

１民間保育

園運営費

補助金 

修繕、備品

購入費等 

１ 管理費 １園 年間100,000円 
保育園及び幼保

連携型認定こど

も園 

保育事業費

及び人件費 

２ 児童割 
⑴ １歳児 

群馬県保育充実促進費補助事業補

助金の額 

保育園及び認定

こども園 

 

⑵ 障がい児 第２条第２号イに規

定する事業の対象とする児童以外

の児童であって、次のいずれかに該

当するもの  

      １人１月  74,000円 

ア 特別児童扶養手当の認定を受

けている児童 

イ 身体障害者手帳又は療育手帳

の交付を受けている児童 

ウ 児童相談所で知的障害がある

と判定された児童 

エ 児童相談所等においてイ又は

ウと同等の障がいを有すると判

断された児童 

⑶ 特別支援対象児 ⑵に定める児

童以外の児童であって市長が保育

の困難性を認めたもの 

１人１月  37,500円 

保育園及び幼保

連携型認定こど

も園。ただし、幼

保連携型認定こ

ども園について

は保育認定子ど

もが入所者の３

分の２を超える

施設 

 

３ 食物アレルギー対策 

  群馬県保育充実促進費補助事業補助金の額 

保育園及び認定

こども園 

４ 職員厚生費 

  園長を含む常勤職員で４月１日現在において

在籍する職員 

１人年間  20,000円   

保育園及び幼保

連携型認定こど

も園。ただし、幼

保連携型認定こ

ども園について

は保育認定子ど

もが入所者の３

５ 職員研修費 

  市が指定した国内研修参加の園 

１園当たり 22,000円以内 



６ 職員増員費 

  次に掲げる方法で算出した額 

 ⑴ 保育士増員費 

  ア 各月の初日において保育士定数より１人

多い場合 

            月額  142,000円以内 

  イ 各月の初日において保育士定数より２人

多い場合 

            月額  285,000円以内 

ウ 各月の初日において保育士定数より３人

多い場合 

            月額  428,000円以内 

 ⑵ 臨時調理員雇用費 

  ア 定員60人以上150人以下の保育園に対し、 

分の２を超える

施設 

  
３人目の臨時調理員雇用費補助 

  イ 定員151人以上の保育園に対し、４人目の

臨時調理員雇用費補助 

  補助基準 勤務時間×900円×２／３ 

       １日６時間以内 

 

７ 夏期職員雇用費補助 

  期間 ７月１日から９月15日まで 

  補助基準 職員数（職員数は園長を除く。）×

５日×８時間を限度とし、実際の延べ雇用時間×

900円×１／２ 

８ 園児等傷害保険加入補助 

  傷害保険に加入している保育園に対し費用の

一部を補助 

  補助基準（定員児童数＋職員数）以内×850円

×１／２ 

２特別保育

事業補助

金 

人件費及び

保育事業費 

  特別保育事業を実施する保育園に対して補助 

 補助額 次により算出した額の合計額 

 ⑴ ⑵以外の特別保育事業 

子ども・子育て支援交付金の交付について（平成

２８年７月２０日府子本第４７４号）の別紙子ど

も・子育て支援交付金交付要綱に定める額 

 ⑵ 地域子育て支援拠点事業 

令和４年度重層的支援体制整備事業交付金 の交

付について（令和５年３月６日厚生労働省発子０

３０６第１０号）の別紙令和４年度重層的支援体

制整備事業交付金交付要綱に定める額 

保育園及び認定

こども園 

 


